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陳 情 文 書 表 

 
【令和５年第６回横手市議会９月定例会】 

番号 受理年月日 件  名 要    旨 陳情者住所氏名 付託委員会 

陳情５ 

第８号 
R5.5.23 

全国霊感商法対策弁護士連絡会の

不当な声明に対する陳情 

憲法違反の疑いが強い「世界平和統一家庭連合との関

係断絶」などの議決を行わないでいただきたい。また、

議会決議等により世界平和統一家庭連合の信者やその

子らが、地域社会において不当な差別を受けることのな

いよう配慮していただきたい。 

信仰の自由・基本的人権を守る

秋田県民の会 
総務文教 

陳情５ 

第 10号 
R5.8.7 

ゆとりおん大雄の継続運営を求め

る陳情書 

ゆとりおん大雄は、これまで健康増進をはかる温泉施

設として、また、地域の様々な団体や住民が集まるコミ

ュニティの場として活用されてきた。 

しかし、この施設の民間譲渡が叶わなかった場合は廃

止するとの方針が発表された。ゆとりおん大雄は、温泉

を利用されている多くの方々、そして地域に住む者にと

って、大切な拠り所となっている現状を認識したうえ、

今後も継続した利用が可能となるよう陳情する。 

 

 

 

 

 

 

 

ほか 3,202名 

産業建設 

陳情５ 

第 11号 
R5.8.10 

「大曲簡易裁判所につき裁判官の

再配置を求める意見書」の採択等

の陳情書 

秋田県民が公平かつ充実した司法制度を利用、享受で

きる環境を整備するために、国に対し、大曲簡易裁判所

に裁判官を再配置し、改めて裁判官が常駐する体制の整

備を求める意見書を採択すること。 

秋田弁護士会 総務文教 


